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宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定するに
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宇治市条例第    号  

宇治市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

宇治市国民健康保険条例（昭和３６年宇治市条例第１号）の一部

を次のように改正する。  

第１４条第１項中「、第３５条の２第１項」を「、第３５条の２

第１項、第３５条の３第１項」に改める。     

第１６条第１項第１号中「１００分の７．５６」を「１００分の

７．２９」に改め、同項第２号中「２５，４００円」を「２５，５

００円」に改め、同項第３号ア中「１７，５００円」を「１７，１

００円」に改め、同号イ中「８，７５０円」を「８，５５０円」に

改め、同号ウ中「１３，１２５円」を「１２，８２５円」に改める

。  

第１６条の５の５第１項第１号中「１００分の２．７５」を「１

００分の２．８９」に改め、同項第２号中「９，１００円」を「９

，７００円」に改め、同項第３号ア中「６，３００円」を「６，５

００円」に改め、同号イ中「３，１５０円」を「３，２５０円」に

改め、同号ウ中「４，７２５円」を「４，８７５円」に改める。  

第１６条の９第１項第１号中「１００分の２．６７」を「１００

分の２．８７」に改め、同項第２号中「１０，９００円」を「１１

，８００円」に改め、同項第３号中「５，５００円」を「５，９０

０円」に改める。  

第２３条第１項第１号中「第３１４条の２第２項に規定する金額

」を「第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当

該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及

び第３号において「世帯主等」という 。） のうち給与所得を有する

者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第２

８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与

所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入

金額が５５０，０００円を超える者に限る 。） をいう。以下この号

において同じ 。） の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年



中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所

得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５

歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が６００，０００

円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあつては当該公的年金

等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限る 。） をいい

、給与所得を有する者を除く 。） の数の合計数（以下この項におい

て「給与所得者等の数」という 。） が２以上の場合にあつては、地

方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加

えた金額 ）」 に改め、同号ア中「１７，７８０円」を「１７，８５

０円」に改め、同号イ（ア）中「１２，２５０円」を「１１，９７

０円」に改め、同号イ（イ）中「６，１２５円」を「５，９８５円

」に改め、同号イ（ウ）中「９，１８７円」を「８，９７７円」に

改め、同項第２号中「第３１４条の２第２項に規定する金額」を「

第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た

金額を加えた金額 ）」 に改め、同号ア中「１２，７００円」を「１

２，７５０円」に改め、同号イ（ア）中「８，７５０円」を「８，

５５０円」に改め、同号イ（イ）中「４，３７５円」を「４，２７

５円」に改め、同号イ（ウ）中「６，５６２円」を「６，４１２円

」に改め、同項第３号中「第３１４条の２第２項に規定する金額」

を「第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて

得た金額を加えた金額 ）」 に改め、同号ア中「５，０８０円」を「

５，１００円」に改め、同号イ（ア）中「３，５００円」を「３，

４２０円」に改め、同号イ（イ）中「１，７５０円」を「１，７１

０円」に改め、同号イ（ウ）中「２，６２５円」を「２，５６５円



」に改め、同条第２項後段中「１７，７８０円」を「１７，８５０

円」に、「６，３７０円」を「６，７９０円」に、「１２，２５０

円」を「１１，９７０円」に、「４，４１０円」を「４，５５０円

」に、「６，１２５円」を「５，９８５円」に、「２，２０５円」

を「２，２７５円」に、「９，１８７円」を「８，９７７円」に、

「３，３０７円」を「３，４１２円」に、「１２，７００円」を「

１２，７５０円」に、「４，５５０円」を「４，８５０円」に、「

８，７５０円」を「８，５５０円」に、「３，１５０円」を「３，

２５０円」に、「４，３７５円」を「４，２７５円」に、「１，５

７５円」を「１，６２５円」に、「６，５６２円」を「６，４１２

円」に、「２，３６２円」を「２，４３７円」に、「５，０８０円

」を「５，１００円」に、「１，８２０円」を「１，９４０円」に

、「３，５００円」を「３，４２０円」に、「１，２６０円」を「

１，３００円」に、「１，７５０円」を「１，７１０円」に、「６

３０円」を「６５０円」に、「２，６２５円」を「２，５６５円」

に、「９４５円」を「９７５円」に改め、同条第３項後段中「１７

，７８０円」を「１７，８５０円」に、「７，６３０円」を「８，

２６０円」に、「１２，２５０円」を「１１，９７０円」に、「３

，８５０円」を「４，１３０円」に、「１２，７００円」を「１２

，７５０円」に、「５，４５０円」を「５，９００円」に、「８，

７５０円」を「８，５５０円」に、「２，７５０円」を「２，９５

０円」に、「５，０８０円」を「５，１００円」に、「２，１８０

円」を「２，３６０円」に、「３，５００円」を「３，４２０円」

に、「１，１００円」を「１，１８０円」に改める。  

第２８条第１項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に、

「減免する」を「減額し、又は免除する」に改め、同条第２項各号

列記以外の部分中「減免」を「減額又は免除」に、「添付して市長

に提出しなければ」を「添えて、市長に申請しなければ」に改め、

同項に次のただし書を加える。  

ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由



があると市長が認める場合は、この限りでない。  

 第２８条第２項第３号及び第３項中「減免」を「減額又は免除」

に改める。  

附則第２項中「とする」を「と、「１，１００，０００円」とあ

るのは「１，２５０，０００円」とする」に改める。  

附則第４項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４

年法律第３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイ

ルス感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」という」を「新型

コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナ

ウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対

して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限

る 。） である感染症をいう。以下同じ」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第２８

条の改正規定及び附則第４項の改正規定は、公布の日から施行す

る。  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市国民健康保険条例の規定は、令和３年度以後の

年度分の国民健康保険料について適用し、令和２年度分までの国

民健康保険料については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（提案理由）  

 

国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、所要の改正を行うも

のであります。  

 


